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不断水式簡易仕切弁 
昭和５６年 ４月 １日OWMS制定 
平成 ２年 ４月 １日OWMS改正 
（平成 ７年 ８月２８日OWMS廃止） 
平成 ７年 ８月２９日 仕様制定 
平成 ９年 ４月 １日 仕様改正 
平成２４年１１月２０日 仕様改正 
平成３０年 ４月 １日 仕様改正 
令和 元年１２月１２日 仕様改正 

１．適用範囲 
この仕様は、呼び圧力７．５Ｋの水道用不断水式簡易仕切弁（以下、｢バルブ」という。）

について定める。 
 
【備考】次に掲げる規格は、この仕様に引用されることによって、この仕様の一部を

構成する。これらの引用規格は、その最新版を適用する。 

ＪＩＳ Ｂ ２０６２（水道用仕切弁） 

ＪＩＳ Ｇ ５５０２（球状黒鉛鋳鉄品） 

ＪＷＷＡ Ｋ １５６（水道施設用ゴム材料） 

ＪＷＷＡ Ｇ １１２（水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料） 
ＪＷＷＡ Ｋ １３９（水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装） 
局仕様 ダクタイル鋳鉄製品内面エポキシ樹脂粉体塗装標準仕様書 
※「局仕様」とは大阪市水道局規格資材を示す。 

 
２．種 類 

バルブの種類は表１のとおりとする。 
 

表１  バルブの種類 

種 類 適用口径（ｍｍ）  
立形（１）割丁字形 各種  

 
注（１）：立形とは、原則として弁棒軸線を垂直に取り付けるものをいう。 
 

３．性 能 
バルブの性能はＪＩＳ Ｂ ２０６２に規定された各項目に適合しなければならない。

ただし、バルブの性能から「弁座の漏れ」については行わない。 
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４．構造・形状・寸法及び許容差 
構造、形状、寸法及び許容差は、次のとおりとする。 
（１）構造、形状は付図２を参考とすることとし、詳細形状、詳細構造、主要寸法及

びその許容差は、個々に審査を行うものとする。 
（２）バルブの開閉は、右回り開き、左回り閉じとする。 
（３）弁体は、ＪＩＳ Ｇ ５５０２のＦＣＤ４５０－１０を芯材とし、良質のスチ

レンブタジエン合成ゴム（ＳＢＲ）と一体化して成型したもの、若しくは成型さ

れた良質のＳＢＲゴムを弁体に強固に密着し、一体化したものでなければならな

い。 
なお、弁体ゴム表面は、きず、ひび割れ、あわ、異物、その他使用上有害な欠

陥がなく、弁体として十分な強度を有すること。 
また、弁体部のダクタイル鋳鉄表面の接水部分の塗装は、｢ダクタイル鋳鉄製品

内面エポキシ樹脂粉体塗装標準仕様書｣（以下、｢粉体塗装標準仕様書｣という。）

による。ただし、ＪＷＷＡ Ｇ １１２及びＢ １２２に準じてもよい。 
弁体のゴムの物理的性質は、ＪＷＷＡ Ｋ １５６のⅠ類Ａ５５、Ⅰ類Ａ６０、

Ⅰ類Ａ６５、Ⅲ類７５のいずれかによること。 
 

５．外 観 
５．１ 塗装前の外観 

鋳鉄品の表面は、滑らかで、鋳巣、割れ、きず、鋳ばりその他使用上有害な欠陥が

あってはならない。ただし、鋳巣、きずなどで軽微なものについては、本市の承認を

得て溶接を施し、手直しを行うことができる。 
５．２ 塗装後の外観 

塗装面の仕上がりは、塗り残し、あわ、ふくれ、はく離、異物の付着、著しい塗り

だまり、その他有害な欠陥があってはならない。 
 
６．材 料 

各部の材料は個々に審査を行うものとする。 
 
７．塗 装 
７．１ 塗 料 

（１）バルブの内面は、ＪＷＷＡ Ｇ １１２の規定による。 
（２）バルブの外面は、ＪＷＷＡ Ｋ １３９の規定による。 
（３）本市が特に指定したもの。 
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７．２ 塗装箇所及び塗装方法 

塗装箇所及び塗装方法は、次のとおりとする。 
（１）バルブの鋳鉄部には塗装を施す。この場合は、塗装前に内外面のさび、その他

の付着物を十分に除去した後、塗装する。なお、ステンレス鋼棒の部分は除く。 
（２）７．１．（１）の塗料を用いて塗装する場合は、「粉体塗装標準仕様書」による。

塗装の範囲は、付図－１のとおりとする。ただし、ＪＷＷＡ Ｇ １１２及びＢ 

１２２に準じてもよい。 
（３）７．１．（２）の塗料を用いて塗装する場合は、はけ塗り又は、吹き付け塗りと

する。 
（４）７．１．（３）の塗料を用いて塗装する場合は、本市の指定により行う。 

 
８．試 験 
（１）弁箱の耐圧試験及び作動試験は、ＪＩＳ Ｂ ２０６２の規定による。 
（２）弁体ゴムの物理的性質及び化学試験は、ＪＷＷＡ Ｋ １５６の規定による。 

 
９．検 査 

検査は、性能、構造、形状、寸法、外観、材料、塗装及び表示について行い、３．～

７．及び１０．の項目に適合しなければならない。 
 
１０．表 示 

弁箱の外側の一定の場所に、次の事項を高さ２ｍｍ以上で鋳出しする。 
 （１）トの記号 
 （２）)|(の記号 
 （３）記号の D 
 （４）刻印座 
 （５）製造年 
 （６）製造者名又はその略号 
 （７）呼び径 
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